
２０２５年度 

「日本経済研究センター研究奨励金」交付に関する 

実 施 要 項 

            公益社団法人 日本経済研究センター 

 

１．目 的 

経済学およびそれに関連する学問分野の研究を奨励し、学術の振興および日本や世界経済社会の

発展に寄与する。 

２．名 称  「日本経済研究センター研究奨励金」 

３．対 象 

ａ．経済およびそれに関連する学問分野（特に社会学）の研究。現在の重要な経済問題や政策に関す 

る理論的・実証的研究は優先的に選考・採択する。 

ｂ．原則として研究１、２年見当で一応の成果が期待できるもの。ただし、研究途上にあっても、こ 

れから着手するものでもかまわない。また個人研究、共同研究を問わない。 

 ｃ．同一研究に対し他の奨励金をすでに受けているものでも選考の対象にすることができる。 

 ｄ．奨励金の交付を受けた研究者（以下、被交付者と呼ぶ）については交付の翌年度から３年間は審査

対象としない。 

 ｅ．前身の日本経済研究奨励財団時代を含め、同一人に対する奨励金交付は、４回を上限とする。 

 

４．被交付者の果たすべき責任 

 ａ．奨励金を受けた研究の成果は学会、学術雑誌、単行本、その他の方法で発表すること。また、日本

経済研究センターにも研究成果を発表した旨を報告すること。  

 ｂ. 研究成果の発表に際しては、「日本経済研究センター研究奨励金」を受けた旨を必ず明記すること。 

 ｃ．研究成果の発表後被交付者は、その内容について日本経済研究センターに一般の人にもわかりや

すい平易な言葉で記述したノンテクニカルペーパー（Ａ４用紙３～４枚程度）を必ず提出するこ

と。提出物は日本経済研究センターのホームページなどで公開することがある。また、提出物に対

して日本経済研究センターから編集等の諸手続きを求められた場合、被交付者はそれに応じるこ

ととする。 

 ｄ．日本経済研究センターが被交付者から研究成果の報告を受けたのちに、日本経済研究センターは

有益な研究をより多くの人に知らしめるという公益法人としての意図から、日本経済研究センタ

ーが開催するセミナーや研究会などの事業において被交付者に有償で協力を求めることがある。

被交付者はやむを得ない事情がない限りはこれに協力するものとする。 

 ｅ．被交付者は所定の様式により、研究経過・結果報告（会計報告を含む）提出の義務がある。 

 ｆ. 当研究奨励金の使途は、申請された研究等のために必要な費用に限定しており、間接経費（いわ

ゆるオーバーヘッド）は対象外とする。 

 ｇ．人間の尊厳を尊重し、人権に配慮した研究でなければならない。人を対象とした実証研究の場合、

交付申請者が所属する当該研究機関・組織の定める、研究倫理規定の所定の手続きを踏まえた研



 
 

究でなければならない。本審査会からの求めがあった場合、申請者は速やかに倫理委員会等の審

査結果を提示しなければならないものとする。 

５．金 額  総額約１,０００万円、１件あたり１００万円を上限とする。  

６．申 請 

 ａ．奨励金の交付申請には２名以上の推薦（審査委員を除く）を必要とする。 

 ｂ．奨励金交付申請書は所定の用紙により１通を日本経済研究センターに提出する。 

 ｃ．申請書の提出期限は、２０２５年１０月末日とする。 

７．選 考 

 理事会が委嘱した審査会が、奨励金交付申請書にもとづき、必要に応じ推薦者の意見も聴取して、交

付対象となる研究を選定し、理事会において決定する。 

 本年度の審査会委員長、審査委員は次の通り。（審査委員は五十音順・敬称略） 

   浅 子 和 美（委員長）   一橋大学名誉教授      

   池 田 恵 子        静岡大学教授 

   臼 井 恵美子        一橋大学教授 

駒  村  康  平        慶応義塾大学教授      

堂 目 卓 生        大阪大学教授        

   成 生 達 彦        京都大学名誉教授        

   西 村 清 彦        政策研究大学院大学客員教授   

   福 田 慎 一        東京大学教授        

      町 村 敬 志        東京経済大学教授        

   山 田 昌 弘        中央大学教授        

８．発 表 

  ２０２６年２月下旬、日本経済新聞紙上に掲載予定（奨励金の交付者には郵便で通知する） 

９．奨励金の交付  発表後１カ月以内（３月末ごろ） 

10．奨励金交付決定の取り消し 

被交付者が虚偽の申請を行ったことが後から発覚した場合、審査委員会の事前承認を求めることなく、申

請内容と大きく異なるテーマ・使途に奨励金を充当した場合、もしくは被交付者が遵守すべき義務の履行を

怠った場合、審査会の同意を得て交付決定を取消し、被交付者に対し交付金の一部、もしくは全額の返還を

求めることができるものとする。                   

 

 

〒１００－８０６６ 

  東京都千代田区大手町１－３－７ 日経ビル１１階 

公益社団法人 日本経済研究センター研究奨励金担当 

（電話 ０３－６２５６－７７１０） 


